
追加資料

土木部⑴ 使用料（利用料金の基準）の改定の抜粋
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1 三和少年交流センター（別表第3（第10条関係））

現 行 改正案

（単位：円） （単位：円）

①の約2.1倍

①



施設名称 ①現行：施設使用料（空調込み）
【1時間あたり】

②激変緩和措
置の係数

③激変緩和措置の上限値
【1時間あたり】

三和少年交流セン
ター 【大研修
室】

合計 1,320円 1.4 1,840円

施設 880円

空調設備 440円

⑵ 現行金額と激変緩和措置の上限の内訳

施設名称 ①現行：施設使用料（空調込み）
【1時間あたり】

③激変緩和措
置の係数

⑤激変緩和措置の上限値
【1時間あたり】

三和少年交流セン
ター 【大研修室】

合計 1,320円 1,670円

施設 880円 1.4 1,230円

空調設備 440円 440円

ア 附属設備を含む今回の算定結果

イ 附属設備を分けた場合の算定結果
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総コスト
①

施設全体の
貸出可能面積

②

年間開館時間
③

実稼働率
④

1㎡あたりのコスト
⑤

受益者負担率
⑥

7,012,426円 187㎡ 8,616時間 3.65％ 119.38円 25％

貸出面積
⑦

現行金額
⑧

1室あたりの
コスト
⑨

（⑤×⑦）

再算定結果
⑩

（⑨×⑥）

激変緩和
措 置

⑪
（⑧×1.4）

最終結果
⑫

（⑩と⑪の小さい方）

増 減
⑬

（⑫-⑧）

98㎡ 1,320円 11,640円 2,910円 1,840円 1,840円 520円

①

② × ③ × ④

現行金額 激変緩和措置

～250円 ２倍

251～500円 1.5倍

501～2,000円 1.4倍

2,001～10,000円 1.3倍

10,001～100,000円 1.2倍

100,001円以上 1.1倍

（激変緩和措置の係数）

⑶ 算定方法（三和少年交流センター【大研修室】）
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2 稲佐山公園野外ステージ（別表第4第1項（第26条関係））

現 行 改正案

（単位：円）

準備、リハーサル等に利用する場合は、次のとおりとする。
⑴利用時間の全ての時間を準備などに利用する場合は表の4割に
相当する額

⑵9時30分～21時まで利用する場合に、16時以降から21時より
前まで準備等に利用する場合は、利用料金から表の9時30分～
16時の金額の６割に相当する額を減じた額とする

（単位：円）

準備、リハーサル等に利用する場合は、次のとおりとする。
⑴利用時間の全ての時間を準備などに利用する場合は表の5割に
相当する額

⑵9時30分～21時まで利用する場合に、16時以降から21時より
前まで準備等に利用する場合は、利用料金から表の9時30分～
16時の金額の5割に相当する額を減じた額とする

①の約1.5倍

①

⑴ 使用料（利用料金の基準）の改定の抜粋



施設名称 ①現行：施設使用料（空調込み）
【1時間あたり】

②激変緩和措
置の係数

③激変緩和措置の上限値
【1時間あたり】

稲佐山公園野外ス
テージ 【リハー
サル室 平日】

合計 377円 1.5 560円

施設 377円

空調設備 104円

施設名称 ①現行：施設使用料（空調込み）
【1時間あたり】

③激変緩和措
置の係数

⑤激変緩和措置の上限値
【1時間あたり】

稲佐山公園野外ス
テージ 【リハーサ
ル室 平日】

合計 377円 664円

施設 377円 1.5 560円

空調設備 104円 104円

ア 附属設備を含む今回の算定結果

イ 附属設備を分けた場合の算定結果
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⑵ 現行金額と激変緩和措置の上限の内訳



総コスト
①

施設全体の
貸出可能面積

②

年間開館時間
③

実稼働率
④

1㎡あたりのコスト
⑤

受益者負担率
⑥

628,782円 99㎡ 4,129時間 6.37％ 24.15円 50％

貸出面積
⑦

現行金額
⑧

1室あたりの
コスト
⑨

（⑤×⑦）

再算定結果
⑩

（⑨×⑥）

激変緩和
措 置

⑪
（⑧×1.5）

最終結果
⑫

（⑩と⑪の小さい方）

増 減
⑬

（⑫-⑧）

99㎡ 377円 2,390円 1,195円 560円 560円 183円

①

② × ③ × ④

現行金額 激変緩和措置

～250円 ２倍

251～500円 1.5倍

501～2,000円 1.4倍

2,001～10,000円 1.3倍

10,001～100,000円 1.2倍

100,001円以上 1.1倍

（激変緩和措置の係数）
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⑶ 算定方法（稲佐山公園野外ステージ 【リハーサル室 平日】）



3 長崎市平和会館（別表第7（第26条関係））

現 行 改正案

（単位：円）

準備、リハーサル等に利用する場合は、表の4割に相当する額

（単位：円）

準備、リハーサル等に利用する場合は、表の5割に相当する額
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①の約14.5倍

①

⑴ 使用料（利用料金の基準）の改定の抜粋



施設名称 ①現行：施設使用
料（空調込み）
【3時間あたり】

②現行：施設使用料
（空調込み）
【1時間あたり】

③激変緩和措
置の係数

④激変緩和措置の上
限値
【1時間あたり】

⑤激変緩和措置の
上限値
（④×3時間）
【3時間あたり】

長崎市平和会
館 体育利用
平日9：00～
12：00
【現行（3時
間）932円】

合計 10,504円 3,489円 1.3 4,530円 13,590円

施設 932円 311円

空調設備 9,363円 3,121円

コンセント 209円 57円

施設名称 ①現行：施設使用料
（空調込み）
【3時間あたり】

②現行：施設使用料
（空調込み）
【1時間あたり】

③激変緩和措置
の係数

④激変緩和措置の
上限値
【1時間あたり】

⑤激変緩和措置の上
限値
（④×3時間）
【3時間あたり】

長崎市平和会
館 体育利用
平日9：00～
12：00
【現行（3時
間）932円】

合計 10,504円 3,489円 10,952円

施設 932円 311円 1.5 460円 1,380円

空調設備 9,363円 3,121円 9,363円

コンセント 209円 57円 209円

ア 附属設備を含む今回の算定結果

イ 附属設備を分けた場合の算定結果

8

⑵ 現行金額と激変緩和措置の上限の内訳



総コスト
①

施設全体の
貸出可能面積

②

年間開館時間
③

実稼働率
④

1㎡あたりのコスト
⑤

受益者負担率
⑥

83,829,181円 3,299㎡ 3,731時間 11.46％ 59.42円 50％

貸出面積
⑦

現行金額
⑧

ホールあたりの
コスト
⑨

（⑤×⑦）

再算定結果
⑩

（⑨×⑥）

激変緩和
措 置

⑪
（⑧×1.3）

最終結果
⑫

（⑩と⑪の小さい方）

増 減
⑬

（⑫-⑧）

891㎡ 3,489円 52,942円 26,471円 4,530円 4,530円 1,041円

①

② × ③ × ④

現行金額 激変緩和措置

～250円 ２倍

251～500円 1.5倍

501～2,000円 1.4倍

2,001～10,000円 1.3倍

10,001～100,000円 1.2倍

100,001円以上 1.1倍

（激変緩和措置の係数）
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⑶ 算定方法（長崎市平和会館 【体育利用 平日9：00～12：00】）



委員会
資料の頁

施設名称
施設利用
件数

空調設備
利用件数

空調設備
利用率

P.13
イ（ク）

元宮公園 三和少年交流センター 大研修室 30件 12件 40.0％

元宮公園 三和少年交流センター 小研修室 5件 2件 40.0％

元宮公園 三和少年交流センター 和室 13件 0件 0％

元宮公園 三和少年交流センター 夜間 19件 11件 57.9％

P.14
ウ（ア）

稲佐山野外ステージ リハーサル室 77件 29件 37.7%

P.27
ウ（セ）

長崎市平和会館 体育利用 32件 20件 62.5％

長崎市平和会館 体育利用以外 79件 58件 73.4％

4 施設使用料の中に空調設備使用料を含めた公園施設の利用実績（R6年度）

10


